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研究要旨 
１ 新型コロナウイルス感染症は2類感染症に相当し、県知事への届け出はもちろん、患者の入院勧告や転院

の際の移動などは保健所を中心とした行政の責任において行われる。 
２ 受け入れ体制を構築する際、ある程度は必要な病床数など段階を経て考えておく必要がある。全体の規

模感を見極めながら周産期領域で行えることがなにかを模索する。 
３ 平時ではないので、100点満点は目指せない。フェーズを見誤らないよう注意し、及第点はとれる体制を

作り上げ、適宜見直すように心がける。 
４ 情報が足りないとき、過多になる時があるので定期的に整理する。 
５ 感染拡大のスピードと議論のスピードが合わないこともあるが、短期的な目標を設定し論点を絞り、腰

を据えて議論を積み上げていく。 

 
Ａ．研究目的 
 2020年より感染が拡大した新型コロナウイルス
感染症の動向および施設、市、県をはじめとした
対策について明らかにし、今後の対応について検
討するための課題を明らかにする。 
 
Ｂ．研究方法 
 2019年12月より報告のあがった新型コロナウイ
ルス感染症に対応するために、神奈川県産科婦人
科医会内の災害対策委員会、周産期救急連絡部会
などからなる新型コロナウイルス感染症対策協議
会を立ち上げた。また、神奈川県より災害時小児
周産期リエゾンを、横浜市より周産期医療アドバ
イザーを委嘱され、横浜市、神奈川県における周
産期医療体制構築の一端を担った。行政から発出
される通知や体制整備に関する情報を集約し、周
産期医療における課題を抽出し、改善策を講じた。 
（倫理面への配慮） 
公衆衛生上の不可欠な措置が含まれており、配慮
すべき倫理的な課題は本年九に含まれていない。 
 
Ｃ．D．研究結果および考察 
  2019年12月より中国で原因不明の肺炎が増加
しているとの情報が舞い込み、その後1月には死亡
例が報告された。発生元は人口878万の武漢にある
南海鮮卸売市場と言われ、WHOはすでに1月8日に
はウイルスの同定に成功している。そして、これ
まで一般的な風邪のウイルスとして知られている
4種類のコロナウイルスと違い、SARS-CoVやMA
RS-CoVといった病原性の高い新型コロナウイル
ス感染症としてSARS-CoV-2と名付けられた。 
 本研究では、2020年に入ってからを振り返り、
新型コロナウイルス感染症患者を周産期医療の点
からどのように受け入れる体制を構築したのかを
概説する。今後の流行に向けた対策や今後の新興
感染症、はたまたVUCA（「Volatility（激動）」
「Uncertainty（不確実性）」「Complexity（複雑
性）」「Ambiguity（不透明性）」の頭文字をつな

げた言葉）の時代に生きる我々にとって、医療提
供体制の柔軟な構築に役立てたい。 
 
１ 我が国における経緯と県の対応  
 国内では、1月16日に神奈川県で中国からの帰国
者から初めて感染が確認された。その後、1月末に
指定感染症とすることが決定され2月に入ると新
型コロナウイルス感染症に対応するべく「帰国者
接触者外来」や「帰国者接触者相談センター」な
どが設置された。さらに間髪を入れず横浜港にダ
イヤモンドプリンセス号が入港する事態となった。
2月17日には受診や検査の目安としてPCRの行政
検査基準の通知も行われた。その間、じわりじわ
りと感染拡大はつづき、クラスター発生のあった
北海道でいち早く外出自粛要請が発出され、全国
の教育機関で休校措置が取られるようになった。
そしてついに3月１日に厚生労働省新型コロナウ
イルス感染症対策推進本部より各都道府県に対し
て医療提供体制を構築するよう事務連絡が出され
た。 
災害時など非常時の際に、小児周産期領域の対策
が十分に取られにくいことは東日本大震災からの
教訓であり、日本産婦人科医会も今回の新型コロ
ナウイルス感染症については1月より注視してい
た。2月3日には妊婦向けのアナウンスを第1報とし
て発出し、以降9報まで更新されている。 
 
２ 感染症法 
 新型コロナウイルス感染症対策において大きな
ポイントの一つが新感染症として2類感染症扱い
となったことである。感染症法（感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律）では、
感染症（1－5類感染症、新型インフルエンザ感染
症、新感染症、指定感染症）を定義し、指定医療
機関（特定、第1種、第2種、結核）を定義してい
る。また、感染の拡大を防いで発生の状況を把握
するために、該当する感染症を診断した医師は最
寄りの保健所を通じて都道府県知事に届け出る義
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務を定めている。新型コロナウイルス感染症は、2
類に相当するので、患者の同意は不要であり、診
断後直ちに保健所に氏名、年齢、性別などの事項
を届ける義務がある。残念ながら妊娠の有無や週
数に関する記載欄はない。さらに、都道府県知事
の職務権限として、入院の勧告や病原体に汚染さ
れていると考えられるエリアや物品の消毒指示、
水の使用制限、建物への立ち入り制限などの対物
措置を行うことができると規定されている。今回
の新型コロナウイルス感染症では、特に診療所や
一般病院に分類される分娩取り扱い施設にとって、
対物措置に関する不安は計り知れなかった。実際
神奈川県内でも、陣痛室での新型コロナウイルス
感染症発生により4週間の分娩取り扱い中止が余
儀なくされ、10か月の妊婦を他施設に振り分ける
事案が発生した。 
 
３ 県対策本部の方針と周産期医療提供体制 
 神奈川県においては、2月3日に横浜港に入港し
たダイヤモンドプリンセス号（乗客2666人、乗員1
045人、陽性者723名、死亡者13名）の経験から全
国のモデルとなるべく新型コロナウイルス感染症
対応をいち早く協議している。 
 特に、3月中旬まではフェーズ0として新型コロ
ナウイルス感染症については感染症指定医療機関
で、その他の医療は平時の医療継続として行って
いた。しかし感染拡大を見据えて移行期としてフ
ェーズ１、蔓延期としてフェーズ２を想定し体制
整備を行っている。具体的には中等症（酸素投与
もしくはそれに付随する程度の治療を要するも
の）を診療できる「重点医療機関」を策定し集中
化することで重症例の対応を行う高度医療機関を
ひっ迫させないとする「神奈川モデル」を作り上
げた。ただし、県内の構想は比較的早期に完成し
ていたが、肝心の重点医療機関の選定作業は困難
を極めた。拠点病院候補には、2019年9月に地域医
療構想を具現化するために今後再編が必要と名指
しされた病院もあり、県としては空床補償を含め
た手厚い保護を行っても強い反発も受けることと
なった。 
 かくして公表された重点医療機関を見てみると、
分娩取り扱い施設は一つしかなく周産期センター
でもない一般病院であった。このため、「神奈川
モデル」で対応が十分でない領域である小児・周
産期、透析、精神疾患については別途体制整備を
行う必要が出てきた。 
 
４ 神奈川県産婦人科医会COVID-19対策協議会
の立ち上げ 
 すでに3月4日に、厚生労働省新型コロナウイル
ス感染症対策推進本部から事務連絡が発出され、
それをうけて日本産婦人科医会各支部長に対して
新型コロナウイルス感染症の妊婦を受け入れる医
療機関を県と調整するよう医会長から要請があっ
た。本来は県の周産期医療協議会を活用すべきで
あったが、集合形式の会議体が催される状況でも
なく、県の医会内で適切な体制を構築して県に提
案することが一番迅速に対応できると考えた。そ
こで、県の医会長をトップとして、周産期医療や
災害対策の部会・委員会からなる「COVID-19対策
協議会」を立ち上げた。そして、立ち上げととも
に県内のすべての医療機関に妊婦の受け入れ体制
などを問う緊急アンケートを行った。 

 対象は県内の分娩取り扱い施設127施設で、調査
期間は3月12日から22日とした。回答は県内の5か
所の総合周産期センターを含む80施設から得た。
質問は10項目から構成され、新型コロナウイルス
感染妊婦の妊娠・分娩管理が可能か、これまでの
診療経験はあるか、どのような院内対策を行って
いるのか、要望はあるか、といった内容である。
新型コロナウイルス感染症妊婦の応需については、
可能と答えた施設は7施設にとどまり不可能と回
答する施設が80%にのぼった。また、たとえかかり
つけであっても70%の施設は対応不可能との回答
であった。これまでの診療経験では、14施設から
疑いを含めた症例経験が報告されたが、実際の陽
性例はダイヤモンドプリンセス号から下船した1
症例のみであった。 
 神奈川県の周産期救急医療システムでは、県内
を6つのブロックに分けて分娩取り扱い施設を基
幹病院、中核病院、協力病院に分類している。一
方で感染症指定病院は8か所（結核病棟除く）が指
定されており、周産期における基幹病院は含まれ
ていない。 
 現行の体制、本アンケート調査およびコロナウ
イルス感染症感染拡大の現状から、以下のことが
課題として明らかになった。まず、受け入れ病院
の絶対数が少なく搬送システムの構築が急務であ
ること、そして感染症法に基づくため医師間や病
院間での搬送調整は不可能であることである。そ
して、県内の約半数の分娩機能を担っている有床
診療所に負担を強いることはできないこと、とは
いえ平時でも多忙を極める総合・地域周産期セン
ターや感染症指定病院かつ中核・協力病院へのし
わ寄せも避けなくてはならない、ということであ
る。さらには、これまで機能縮小の一途をたどっ
てきた保健所は、その機能は完全にキャパシティ
オーバーに陥っており、周産期医療の実情を勘案
した搬送調整を依頼する状況ではなかった。当然、
周産期医療協議会で新たな枠組みを作る時間的な
余裕もノウハウもなく、COVID-19対策協議会では、
県の対策本部に周産期医療に精通した人材を配備
することが問題解決の一助になると考えた。つま
り、既存の周産期救急医療システムを利用しなが
ら、平成28年度から始まった災害時小児周産期リ
エゾンを活用することで円滑な搬送調整ができる
と判断した。幸い、神奈川県では毎年複数名の災
害時小児周産期リエゾンが養成されており、各ブ
ロックに配置も可能であり、今回のコロナ禍は一
種の災害とは言え情報通信の離断がないため遠隔
でも調整業務が可能と考えられた。 
 
５ 新型コロナウイルス感染症疑い及び確定妊婦
の対応方針 

アンケート調査の結果を受けて、3月末には神奈
川県産科婦人科医会において基本方針案が策定さ
れた。通常の周産期救急医療システムでは、県が
設置した中央情報センターが搬送調整機能を担う
が、感染症法の下ではシステムを利用することが
できなかったため、県知事（保健所長）の役目を
誰かが担う必要があった。この方針案のポイント
は、PCR検査陽性となり新型コロナウイルス感染
症罹患の診断がついた場合、保健所が入院先を県
や県の搬送調整コーディネーター（各ブロックの
産科リエゾン）と協議して決定するというプロセ
スである。また診断に至らない場合で自施設での
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対応継続が困難な場合も県の搬送調整コーディネ
ーター（各ブロックの産科リエゾン）と協議でき
るようにした。災害時小児周産期リエゾンも各ブ
ロックで調整を行う「ブロック産科リエゾン」と
全体調整を行う「当番産科リエゾン」の2段構成と
した。「ブロック産科リエゾン」の役割としては、
以下の5つを掲げた。①ブロック内周産期施設にお
けるCOVID-19対応の体制整備状況の把握に努め、
更新情報について当番産科リエゾンに報告する。
②ブロック内で発生した確定妊婦の受入先につい
て、保健所よりの相談に応じ、受入先をブロック
内の受入体制整備病院・新生児科リエゾン等と協
議して決定し、保健所に連絡する。③ブロック内
の産婦人科施設で発生した疑い妊婦への対応につ
いて、ブロック内の受入体制整備病院等の相談に
応じ、新生児科リエゾン・当番リエゾン等と連携
して、受入先等の決定を支援する。④ブロック内
で調整がつかない場合は当番産科リエゾンと協議
して、他ブロックの産科リエゾンとともに受入先
調整を行う。⑤ブロック内で、軽症・無症状の確
定妊婦の受入可能病院及び入院可能病床数の拡充
に努める。「当番産科リエゾン」は当面の間、神
奈川県産婦人科医会COVID-19対策協議会メンバ
ーの筆者と北里大学海野教授の2名で行うことと
し、以下の業務を行うこととした。①当番新生児
科リエゾンと連携して業務を遂行する。②ブロッ
ク産科リエゾンからの報告等に基づいて「受入体
制整備病院コンタクトリスト」の更新を行い、リ
エゾン全体に適切に周知する。③県庁の「新型コ
ロナウイルス感染症対策チーム」の構成員として
国・県全体の動きに関する情報収集に努め、必要
情報をリエゾン全体と共有する。④ブロック産科
リエゾンからの報告等に基づいて県内の周産期医
療の状況について把握し、 「新型コロナウイルス
感染症対策チーム」に適切に情報提供を行う。⑤
国の動き、県全体としての動き及び県内の周産期
医療の状況について把握し、適切に県内の周産期
医療関係者に情報提供を行う。 
 この体制について、医会内及び県の対策本部で
の検討を経て4月23日には産科婦人科医会内での
周知、4月28日に県からの発出、5月26日に神奈川
県知事による記者会見が執り行われた。 
 
6 県内の発生状況 
 県内の新型コロナウイルス感染症妊婦の情報に
ついては、県対策本部や政令指定都市からの情報
報及び各ブロックの小児周産期リエゾンより収集
した。あらかじめブロックリエゾンには情報整理
のために妊産婦情報シートとクロノロジーのひな
形を配布した。2月にさかのぼり5月末までの集計
では、陽性妊婦は7名であった。そのうちダイヤモ
ンドプリンセス号などの域外発生と思われる事案
が2例認められたので、実際の県内発生は5例程度
と考えられる。一例は妊娠満期で破水後に判明し、
総合周産期センターに搬送の上帝王切開分娩とな
っている。もう一例の妊娠満期は陰性確認後かか
りつけの医療機関で経腟分娩となったが、すでに3
7週を過ぎていたので経過中の破水や陣痛発来に
備えた受け入れ体制を水面下で行政と連日協議を
行った。その他の症例は妊娠初期から中期であり、
陰性を確認した後かかりつけの医療機関で健診・
分娩管理を継続中である。 
 神奈川県の人口は9,222,618人（H27)であり、出

生数は73,475人（H27)である。一概に比較はでき
ないが、人口の0.8％が妊娠中と考えられる。一方
神奈川県の累積感染者数は6月30日時点では1,471
人であり、単純計算では11-12名の妊婦の感染者が
発生しても不思議ではないが、実際は7名であり域
内に限定すれば5名だった。全例の把握ができてい
ない可能性もあるものの、発症頻度は0.3-0.5%と推
測され東京とのそれに近似している。 
 
7 新型コロナウイルス感染症確定も軽症・無症状
の妊婦に対する対応方針 
 新型コロナウイルス感染症妊婦の対応方針を検
討しながらも、同時進行でいくつかの課題も日替
わりで発生した。ひとつは、軽症・無症状の妊婦
に対する対応である。限られた病床の逼迫を避け
る必要もありながら、自宅待機中の急変報道もあ
り、妊婦の扱いをどのようにするのがベストであ
るのか判断に迷った。当初は高齢者、基礎疾患の
ある者、免疫抑制状態である者とならんで妊娠し
ているものもすべからく入院となっていたが、自
宅療養や宿泊施設療養の選択肢についても検討し
た。県としては入院を第一としていたが、筆者の
勤務する病院では重症のみを受け入れるスタンス
であり、軽症や無症状の妊婦に提供できるベッド
はなく、調整に難航した。一方ですでに妊娠中期
の新型コロナウイルス感染症妊婦の発生もあり、
入院を勧奨したものの第1子がまだ小さく、夫婦と
もにPCR陽性となりそれぞれが入院となると子供
が児童相談所に一時預かりになるという状況に陥
ることが判明したため、この症例では自宅療養を
選択することとなった。この経験から、隔離の基
本は踏襲しつつ現実に沿った対応を検討する必要
が出てきた。さらにヒアリングを進めると、妊娠
経過は順調でも閉ざされた空間での生活が続くと
妊婦やその家族の心理的安全性が担保されない可
能性があることがわかってきた。このため、県の
助産師会に産科的ケアのみならず心のケアを含め
た妊婦に寄り添った行政サービスを展開すること
とした。 
 そのほかの課題として、里帰り分娩の問題が発
生した。緊急事態宣言が発令されたことに伴い県
境をまたいだ移動が制限され、日本産婦人科学
会・医会・産婦人科感染症学会からも里帰り分娩
を推奨しない、とする声明が出された。妊婦の分
娩先がなくなり路頭に迷うことがあってはならな
いとする各関係団体からの要請もあり、直ちに県
医会長より各分娩取り扱い施設に分娩予約件数を
少しでも広げて妊婦を受け入れるよう依頼文が発
出された。そして同時にアンケートも行い、受け
入れ可能施設と人数を医会のホームページに公開
した。幸い多くの施設が少子化のため分娩数の減
少に直面しており、多くの施設の賛同を得た。２
で述べた10か月以降の妊婦振り分け作業も比較的
円滑に行われており、大きな混乱は生じなかった。 
 また、すべての施設に共通する課題であったが、
とくに有床診療所において十分な感染防護を行う
ための物資が不足している、あるいは新型コロナ
ウイルス感染症を疑う妊婦が速やかに帰国者接触
者外来等で検査を行うことができていないといっ
た情報が複数寄せられたため、4月25日に県医会長
から県知事、横浜市長（実際はそれぞれの新型コ
ロナウイルス感染症対策本部長宛）に「COVID-1
9感染症の拡大と戦い、神奈川県の産科・周産期医
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療を守るための施策に関するお願い」として要望
書を提出した。 
８ 二次補正予算で行われる事業 
 新型コロナウイルス感染症対策として政府は2
度にわたり補正予算を組んだが、令和2年度の第二
次補正予算で小児周産期領域に予算が計上された。
とくに小児領域ではオンラインによる保健指導や
育児支援サービスが計上されているが、周産期領
域のもっぱらの関心事は「寄り添い型支援」と「不
安を抱える妊婦への分娩前検査」である。特に妊
婦に対するPCR検査については、様々な意見があ
り一定の結論はまだ見えてこない。現在6月17日に
発出された事務連絡をもとに県との協議を重ねた
が、その後も採取すべき検体に変更があり事業と
して開始されたのは、秋以降となった。予算措置
は取られているとはいえ、十分な周知期間もなく、
本事業についてはPDCAの観点から十分検証され
るべきであろう。問題の本質は、だれのための検
査なのかという点と、検査そのものの方法と結果
の解釈に集約される。 

 
Ｅ．結論 
 2020年より我が国において感染拡大した新型コ
ロナウイルス感染症は2類感染症に相当し、県知事
への届け出はもちろん患者の入院勧告や転院の際
の移動などは保健所を中心とした行政の責任にお
いて行われる。したがって、受け入れ体制を構築
する際、ある程度は必要な病床数など段階を経て
考えておく必要がある。全体の規模感を見極めな
がら周産期領域で行えることがなにかを模索する。
とくに東日本大震災の教訓として、精神疾患、透
析患者、周産期医療の分野において対策が十分に
行えない可能性があるので、100点満点とはいかな
いまでも、及第点が取れるような対応をいつでも
取れるように準備することが重要である。感染拡
大のスピードと議論のスピードが合わないことも
あるが、短期的な目標を設定し論点を絞り、腰を
据えて議論を積み上げていくことも重要であり、
今後はワクチンの普及に向けた議論、いわゆる第4
波に対する対応策、分娩方法などの検討など課題
は山積しており、引き続き取り組む必要がある。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  特になし。 
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